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(公社)千葉県労働基準協会連合会役員退職金規程 

 

（適用範囲） 

第 1 条 本会の常勤役員（以下「役員」という。）が退職するときは、在職中の功績、勤怠

その他の事情を勘案し、この規程により退職金を支給する。 

（退職金の額） 

第２条 退職金は、在職期間に応じ別表の基準により支給する。 

    但し、在職期間が２年に満たない者には支給しない。 

（在職期間の計算方法） 

第３条 前条の在職期間は、選任された日から退職の日までとする。  

 ２ 前項の在職期間には、私傷病による休職期間は導入しない。 

（退職金の増額） 

第４条 次の各号に該当する事由で退職するときは、第２条の金額に１割を加算した退職金

を支給する。 

    ① 死亡したとき 

    ② 業務上の傷病により業務に耐えられないと認めたとき 

 ２ 在職中特に功労のあった者に対しては、理事会の決議により、第２条の退職金の額を 

増額することができる。 

（退職金の支給制限） 

第５条 就業規則第３２条第２項の処分に該当する事由により解任された役員には、退職金

を支給しない。但し、事情によっては理事会の決議により、第２条に定める金額の二

分の一を限度として支給することができる。 

（退職金の支払方法等） 

第６条 退職金は、退職後 1ケ月以内に本人が指定する本人名義の金融機関預金口座に振り

込むものとする。 

 ２ 役員が死亡した場合の退職金受取人の順位は、労働基準法施行規則第４２条の規定を

準用する。この場合の支払方法は、前項の規定を準用する。 

（附  則） 

 １ 本規程は、平成１６年４月１日より施行する。 

 ２ 本規定は、平成２４年４月１日より施行する。 

 ３ 本改正規程は、平成２４年５月２３日より施行する。 
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別  表  

  

在 職 期 間 支  給  額 

 ２年以上３年未満          ３５０, ０００ 円 

 ３年以上４年未満          ７００, ０００ 円 

 ４年以上５年未満        １, ０５０, ０００ 円 

 ５年以上６年未満        １, ４００, ０００ 円 

 ６年以上７年未満        １, ７５０, ０００ 円 

   ７年以上        ２, １００, ０００ 円 


